
 

 

龍ケ崎市放課後児童健全育成事業実施条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年９月３０日 

                                               龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第３８号 

   龍ケ崎市放課後児童健全育成事業実施条例の一部を改正する条例 

 龍ケ崎市放課後児童健全育成事業実施条例（平成９年龍ケ崎市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （保育ルーム） 

第２条 事業を実施する施設（以下「保育ルーム」という。）の名称及び

位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置 
  

     省  略   
  

八原小学校保育ルーム 龍ケ崎市藤ケ丘１丁目２２番地４ 

  

川原代小学校保育ルーム 龍ケ崎市川原代町３５１８番地 
  

     省  略 
 

 

２      省  略 

 （保育ルーム） 

第２条 事業を実施する施設（以下「保育ルーム」という。）の名称及び

位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置 
  

     省  略   
  

八原小学校保育ルーム 龍ケ崎市藤ケ丘１丁目２２番地４ 

大宮小学校保育ルーム 龍ケ崎市大徳町４９４５番地 

川原代小学校保育ルーム 龍ケ崎市川原代町３５１８番地 
  

     省  略 
 

 

２      省  略 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（写） 


